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第1章 総則 

 

第1条 （約款の適用） 

当社は移動体衛星通信サービス契約約款（以下「約款」といいます。）の定めるところにより、移動体衛星

通信サービス（以下「サービス」といいます。）を提供します。 

 

第2条 （約款の変更等） 

当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。 

2. 当社は、電気通信事業法施行規則第２２条の２の３第２項第１号に該当する事項の変更を行う場合、

個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。 

 

第3条 （取扱制限） 

本サービスの取扱いに関しては、日本又は外国の法令等、当社が提携する外国通信事業者の定めるとこ

ろにより制限されることがあります。当該制限によって本サービスが制限を受けた場合でも、当社は責任を

負わず、また利用代金は減額されません。 

 

 

第２章 使用契約 

 

第4条 （サービスの種類） 

当社は、次の移動体衛星通信サービスを提供します。 

(1) イリジウムサービス 

 

第5条 （使用契約の単位等） 

当社は、本サービスを使用する方との間で、使用契約を１の端末設備ごとに締結します。 

2. 使用契約を締結できる方は、１の使用契約につき、１人に限ります。 

 

第6条 （外国関係主管庁等の許可の取得） 

当社と本サービスの使用契約を締結した方（以下「使用契約者」という）は、本サービスに必要な端末設

備を本邦外で使用するにあたって、事前に同端末設備の持ち込みおよび使用を希望する対象国の電気

通信関係主管庁その他の関係主管庁等（以下「外国関係主管庁等」といいます。）から、当該国内への

同端末設備の持ち込みおよび当該国内での同端末設備の使用のための許可を取得しなければなりませ

ん。 

 

第7条 （使用申込の承諾等） 

当社は、受け付けた順序に従って使用申込を承諾します。 

2. 前項の規定にかかわらず、当社は、使用申込を承諾するために必要な電気通信設備に余裕がない

場合は、その承諾を延期することがあります。 

3. 前２項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用申込を承諾し

ないことがあります。当社は使用申込を承諾しない場合、その理由を開示する義務を負わず、また使

用申込を承諾しなかったことについて何らの責任を負いません。 

(1) 使用申込者が、本サービスに係る料金、割増金又は遅延損害金の支払を現に怠り、又は怠るおそ

れがあるとき。 

(2) 本サービスの提供が、技術的に著しく困難であるとき。 

(3) 使用申込書又はその確認のための書類に不備があるとき。 

(4) 本サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。 

(5) その他本サービスについて使用申込を承諾することが不適切と考える事情があるとき 

 

第8条 （運用開始日の通知） 

当社は、速やかに書面により使用契約者に運用開始日を通知します。 

2. 使用契約者は、前項の運用開始日以降でなければ、端末設備を使用することはできません。 

 

第9条 （使用契約者の氏名等の変更） 

使用契約者は、その氏名若しくは商号又は住所若しくは居所について変更があったときは、速やかに書面

によりそのことを契約事務を行う当社の事業所に通知してください。 
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第10条 （使用契約に基づく権利の譲渡） 

使用契約に基づいて当社から移動体衛星通信サービスの提供を受ける権利は、当社の承諾を条件に第

三者に譲渡することができます。 

2. 前項に規定する権利の譲渡は、当社所定の譲渡承認請求書を当社に提出してその承認を得たとき

にその効力を生じるものとします。 

3. 当社は、前項の規定により譲渡の承認を求められたときは、第 7条（使用申込の承諾等）第 2 項及び

第 3項に準じて、これを承認します。 

4. 前項の権利の譲渡があったときは、譲り受けた方は、使用契約者の有していた一切の権利及び義務

を承継します。 

 

第11条 （使用契約者の地位の承継） 

使用契約者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により

設立された法人は、使用契約者の地位を承継します。 

2. 前項の規定により使用契約者の地位を承継した方は、承継の日から６か月以内に使用契約者の地位

を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を当社に通知してください。 

3. 第１項の場合において、相続により使用契約者の地位を承継した方が２人以上あるときは、そのうちの

１人を代表者と定め、前項の手続きをとってください。代表者を変更したときも同様とします。 

4. 前項の規定による代表者の通知がないときは、当社が、代表者を指定します。 

 

第12条 （使用契約者が行う使用契約の解除） 

使用契約者は、使用契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の当社の７営業日前までに、書面

によりその旨を契約事務を行う当社の事業所に通知してください。 

 

第13条 （破産等による使用契約の解除） 

当社は、使用契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類

する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその使用契約を解除します。 

 

第14条 （当社が行う使用契約の解除） 

当社は、当社が提携する外国通信事業者がサービスの提供を終了したとき、使用契約者との使用契約

を解除します。 

2. 当社は、第 18条（利用停止）の規定により利用停止をした場合において、使用契約者がなお第 18条

のいずれかに該当する場合は、その使用契約を解除することがあります。また、使用契約者が第 18

条のいずれかに該当する場合で、その行為が当社の業務の遂行に支障を及ぼすと認められるときは、

利用停止をしないで直ちに使用契約を解除することがあります。当社は、この規定により使用契約を解

除するときは、その旨を使用契約者に通知します。 

 

第15条 （端末設備の亡失等による使用契約の解除） 

天災、事変その他使用契約者の責めによらない事由により端末設備が亡失したときは、その日以降、使

用契約は解除されたものとします。 

 

第16条 （使用契約者の義務） 

使用契約者は、本サービスの利用にあたり次の各号を守るものとします。 

(1) 本サービスに及びその利用に関係する日本及び外国の法令等、および本約款の内容を含む当

社との間の合意内容を遵守すること。 

(2) 本サービスに係る伝送交換の取扱いに妨害を与える行為をしないこと。 

(3) 犯罪行為、他人の著作権その他権利を侵害する行為、法令に違反する行為、公序良俗に反す

る行為をしないこと。 

2. 使用契約者は、前項の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、

使用契約者以外の方の行為についても当社に対して責任を負うものとします。 

 

第17条 （利用中止等） 

当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。当該利用の中止について、当社は

損害賠償責任を負いません。 

(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 

(2) 天災、事変その他の非常事態の発生又は電気通信設備の障害その他の事由により、通信が著し

く遅延し、又は遅延するおそれがあると当社が認めたとき。 
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(3) その料金月における本サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあ

ると当社が認めたとき。 

 

第18条 （利用停止） 

当社は、使用契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、６か月以内の期間（本サービスの料金

等を支払わない場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間）を定めて、本サービスの通信を停

止することがあります。 

(1) 支払期日を経過しても本サービスの料金、割増金又は遅延損害金を支払わないとき。 

(2) 第 16 条（使用契約者の義務）の規定に違反したとき、または違反のおそれがあると当社が判断し

たとき。 

(3) 前各号のほか、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社又は当社の協定事業者の電気

通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。 

2. 当社は、前項の規定により利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を

使用契約者に通知します。 

 

第19条 （料金） 

当社が定める本サービスの料金は、料金表に定めるところによります。使用契約者は、請求書に指定する

期日（以下「支払期日」といいます。）までに、その料金を支払わなければなりません。 

 

第20条 （通信料の支払義務） 

その通信の発信のあった端末設備の使用契約者は、本サービスについて、当社が測定した有料情報量

または通話時間と料金表の規定に基づいて計算される通信料の支払いを要します。 

2. 使用契約者は、前項の表の第１項の通信料であって、使用契約者以外の方が行った本サービスに係

る通信料についても、当社に対し支払いの責任を負っていただきます。 

 

第21条 （割増金） 

本サービスに関する料金を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加

算しない額とします。）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定す

る期日までに支払っていただきます。 

 

第22条 （延滞利息） 

本サービスの料金、割増金（以下本条において「料金等」といいます。）の支払義務者は、請求書に指定

する期日（以下本条において「支払期日」といいます。）を経過してもなお支払いがない場合には、支払期

日の翌日から支払いの前日までの日数について年１４．５％の割合（年当たりの割合は、閏年の日を含む

期間についても、３６５日当たりの割合とします。）で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期

日までに支払っていただきます。 

 

第23条  

（削除） 

 

 

第３章 付加機能等 

 

第24条 （付加機能の提供） 

当社は、使用契約者等からの請求があったときは、次の各号の場合を除いて、料金表に定める付加機能

を提供します。 

(1) 付加機能の提供を請求した方が、付加機能に係る料金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあ

るとき。 

(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂

行上支障があるとき。 

2． 第 14条（当社が行う使用契約の解除）、第 17条（利用中止等）、第 18条（利用停止）の規定は、

付加機能の提供に準用します。当該規定が適用される場合、付加機能の利用もできません。 

 

 

第４章 共通事項 
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第25条 （責任の制限） 

使用契約者が本サービスにより被った事故または損害等については、当社は、その原因の如何を問わず

一切の責任を負わないものとし、使用契約者はこれをあらかじめ了承するものとします。 

2. 本サービスまたはこの約款に関連して、前項にかかわらず当社が使用契約者に対して損害賠償責任

を負う場合でも、損害の法的性質にかかわらず、当社の損害賠償の金額は損害発生前６ヶ月間に当

社が受領した本サービスの対価の金額を上限とします。 

 

第26条 （準拠法及び合意管轄裁判所） 

本サービス及びこの約款の準拠法は日本法（ただし法の抵触に関するルールは除きます。）とします。この

約款に基づき権利および義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもっ

て管轄裁判所とします。 

 

第27条 （使用契約者に係る情報の利用） 

当社は、使用契約者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の

情報を、当社又は協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適

用又は料金の請求その他の当社の約款又は協定事業者の約款（料金表を含みます。）の規定に係る業

務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的

は、当社が公開するプライバシーポリシーの通りとします。 

2. 業務の遂行上必要な範囲での利用には、使用契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に

提供する場合を含みます。 

 

 

附則 

（実施期日） 

この約款は、平成１５年３月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成１５年３月２６日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成１６年２月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成１６年２月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成１６年７月１５日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成１７年４月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成１７年６月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成１８年２月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 



 

 - 7 - 

この改正規定は、平成１８年４月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成１８年１０月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成１９年４月２日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成２０年７月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成２０年９月２２日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成２０年１０月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成２１年９月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成２２年９月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成２４年４月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成２５年１２月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成２６年４月１日から実施します。 

ただし、この改正料金表実施前に締結しているイリジウムオープンポートの契約は従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成２７年７月１日から実施します。 

 

附則 

イリジウムサービスのうち、イリジウム音声サービスに係る月途中での解約時の取り扱いを変更します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成２８年１月１日から実施します。 

 

附則 

イリジウムサービスのうち、イリジウム音声サービスに係る基本料を変更します。 

イリジウムサービスのうち、イリジウムオープンポートサービスに係る月途中での解約時の取り扱いを変更し

ます。 
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（実施期日） 

この改正規定は、平成３０年７月１日から実施します。 

 

附則 

イリジウムサービスに、イリジウムＣｅｒｔｕｓサービスに係る規定を追加します。また、イリジウムオープンポート

サービスに係る規定の一部を削除します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成３1年２月１日から実施します。ただし、イリジウムＣｅｒｔｕｓサービスのＤＳＧシェアリ

ングオプションは令和元年５月１日から適用します。 

（経過措置） 

この改正規約の実施前に、旧契約約款の規定によりなされた申込み、承諾等の取扱については、なお従

前のとおりとします。 

 

附則 

イリジウムサービスに、イリジウム PTTサービスに係る規定を追加します。 

（実施期日） 

この改正規定は、令和２年１月１０日から実施します。 

 

附則 

スラーヤサービスの料金表より、廃止された発信先区分への料金を削除します。 

（実施期日） 

この改正規定は、令和２年１２月１日から実施します。 

 

附則 

消費税法改正に伴う税込価格表示への変更 

（実施期日） 

この改正料金表は、令和３年４月１日から実施します。 

 

附則 

イリジウムサービスのうち、イリジウムオープンポートサービスに係る基本料および通信料を変更し、これに

伴い、プラン数を変更します。 

（実施期日） 

この改正料金表は、令和３年６月１日から実施します。 

 

附則 

イリジウムＣｅｒｔｕｓサービスに係る規定をイリジウムＣｅｒｔｕｓサービス（350/700設備用）に係る規定とし、

別にイリジウムＣｅｒｔｕｓサービス（200設備用）に係る規定を追加します。 

（実施期日） 

この改正規定は、令和３年１０月１日から実施します。 

 

附則 

イリジウムサービスに、イリジウム Certus ランドサービスに係る規定を追加します。 

（実施期日） 

この改正料金表は、令和４年９月１日から実施します。 

 

附則 

イリジウムサービスのうち、イリジウム音声サービスおよびイリジウム PTTサービスに係る基本料、規定を変

更します。 

（実施期日） 

この改正料金表は、令和５年１月１日から実施します。 

 

附則 

イリジウムサービスのうち、イリジウムオープンポートサービスに係る基本料および通信料を変更します。 

（実施期日） 

この改正料金表は、令和５年４月１日から実施します。 
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附則 

（実施期日） 

この改正料金表は、令和 7年 2月 14日から実施します。 

 

附則 

第 23条と、イリジウムＣｅｒｔｕｓランドサービスおよびスラーヤサービスに係る規定を削除します。イリジウム

Ｃｅｒｔｕｓサービス（Ｃｅｒｔｕｓ700設備用）およびイリジウムＣｅｒｔｕｓサービス（Ｃｅｒｔｕｓ200 設備用）に係る規

定を変更します。 

（実施期日） 

この改正規定、改正料金表は、令和 7年４月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

1 この改正料金表は、令和 7年 10月 1日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 
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【料金表】 

１．イリジウムサービス 

１） 使用契約料 

料金種別 単位 料金額（税込価格） 

イリジウム音声サービス使用契約料 

イリジウムショートバーストデータサービス使用契約料 

イリジウムＰＴＴサービス使用契約料 

１の契約ごと １１,０００円 

イリジウムオープンポートサービス使用契約料 

イリジウムＣｅｒｔｕｓサービス使用契約料 
１の契約ごと １３,２００円 

上記のうち、航空機に設置した端末設備に関わる使用契約料 １の契約ごと ２７,５００円 

 

２） 通信料等 

２-１） イリジウム音声サービスに係るもの 

（１）基本料および通信料 

料金種別 単位 
料金額（免税） 

プラン１ プラン２ 

基本料 月額 １２，６００円 １１，６００円 

加入電話または携帯電話あて ２０秒ごと ５５円 ６３円 

イリジウムサービスあて ２０秒ごと ３５円 ４０円 

他の衛星携帯電話システムあて ２０秒ごと ５００円 ５７２円 

ボイスメールボックスあて ２０秒ごと ３５円 ４０円 

２ステージダイヤルによる着信 ２０秒ごと ７０円 ８０円 

ショートメッセージ 

１通ごと 

（英数字のみ１６０文字ま

で） 

５０円 ５８円 

電子メール 

１通ごと （英数字のみ、 

宛先を含め１６０文字ま

で） 

５０円 ５８円 

備考） 
① 当社は、基本料の支払いにおいて、利用を開始する期日又は本契約を解約する期日が料金月の途中

であった場合、その料金月の基本料を次のように請求します。この規定において、算出された金額に1
円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。 
ア 月の初日以外の日から使用を開始した場合 
使用開始日から起算し、その月の末日までの使用日数に月額基本料の３０分の１を乗じて得た額 

イ 月の末日以外の日に使用契約を解除した場合 
月の初日から末日までの月額基本料の全額 

② 使用契約者は、音声サービスにかかるプラン１とプラン２間の料金プランを変更することができます。そ
の場合、変更を請求した期日を含む料金月の翌月より、変更後の料金プランが適用され、月の途中
での料金プランの変更及び基本料等の日割りはできません。 

③ 通信料については、プリペイド使用時を除きます。 
④ プラン１、プラン２は、それぞれ当社が指定する端末により利用可能です。 
⑤ 当社は基本料の支払いにおいて、3ヶ月の最低契約期間を設定します。最低契約期間は、利用を開

始した月から起算します。契約者は、最低契約期間の途中で本契約の解除を請求する場合、違約
金を支払わなければなりません。この違約金は、本契約の解約を請求した期日を含む料金月から最
低契約期間までの残余月数に基本料を乗じて得られる額とします。 

（２）その他事項 

① 基本料の料金

種別による通信料

の減額適用 

 

 

ア 次表に定める基本料の料金種別を選択している使用契約者は、その契約の端

末設備からの通信（その通信の料金を当該契約者に課金する取扱いをさします。

以下同じとします）に関する料金の月間累計額のうち、以下に規定する料金額まで

の支払を要しません。ただし、付加機能としてショートバーストデータサービス（Ｔｙｐｅ

-Ｃ）を利用している場合、ショートバーストデータサービス通信は本規定の対象外と

なります。 

契約ごとに月額 

基本料の料金種別 支払を要しない額 
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プラン１ ０円から２，０００円までの部分 

プラン２ ０円から１，０００円までの部分 

イ 通信に関する料金の月間累計は、当社が定める料金月単位で行います。 

ウ 当社は、その料金月における基本料の支払を要する日数が、１の料金月の日数

に満たないときは、その支払いを要する日数に上記の支払を要しない料金額の３０

分の１を乗じて得た額を、支払いを要しない料金額とします。 

エ ウの規定により日割りした額に 1円未満の端数が生じた場合はその端数を切り

上げます。 

オ 上記に掲げる通信料の減額適用は、利用月の翌月繰越はありません。 
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２-２） イリジウムショートバーストデータサービスに係るもの 

（１）基本料および通信料 

料金種別 単位 

料金タイプ 

Ｔｙｐｅ-Ａ Ｔｙｐｅ-Ｂ 

Ｔｙｐｅ-Ｃ 

２-１）音声サービス

の付加機能 

基本料 月額 
３，０００円 

（免税） 

１０，０００円 

（免税） 

３，０００円 

（免税） 

データ通信料 １Ｋｂｙｔｅごと 
４００円 

（免税） 

１５０円 

（免税） 

２００円 

（免税） 

メールボックスチェック

料 

１のメール 

チェックごと 

２円 

（免税） 

２円 

（免税） 

２円 

（免税） 

登録料 １の契約ごと - - 
１,１００円 

（税込価格） 

設定変更手数料 
１の設定変

更ごと 

１,１００円 

（税込価格） 

１,１００円 

（税込価格） 

１,１００円 

（税込価格） 

備考） 
① Ｔｙｐｅ-ＡおよびＴｙｐｅ-Ｂはショートバーストデータサービスのみを提供し、Ｔｙｐｅ-Ｃは2-1項で規定した

イリジウム音声サービスの付加機能としてショートバーストデータサービスを提供します。Ｔｙｐｅ-Ｃをご
利用の場合は、イリジウム音声サービス基本料および通信料に加えイリジウムショートバーストデータサ
ービス基本料および通信料をお支払いいただきます。 

② 当社は、基本料の支払いにおいて、利用を開始する期日又は本契約を解約する期日が、料金月の途

中であった場合、その料金月の基本料を次のように請求します。この規定において、算出された金額

に 1 円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。ただし、Ｔｙｐｅ-Ｃのイリジウム音声サービス

基本料に関しては２－１項に準じます。 

ア 月の初日以外の日から使用を開始した場合 
使用開始日から起算し、その月の末日までの使用日数に月額基本料の３０分の１を乗じて得た額 

イ 月の末日以外の日に使用契約を解除した場合 
月の初日から使用契約を解除した日までの使用日数に月額基本料の３０分の１を乗じて得た額 

③ 使用契約者は、Ｔｙｐｅ-Ａ, Ｔｙｐｅ-Ｂ間で料金プランを変更することができます。その場合、変更を請

求した期日を含む料金月の翌月より、変更後の料金プランが適用されます。なお、Ｔｙｐｅ-Ｃについて

は、Ｔｙｐｅ-Ａ及びＴｙｐｅ-Ｂへの料金プランの変更はできません。 

④ データ通信料は、１コールごとの千分の一単位までごとに測定したデータ量に、上の１単位の料金を乗じ
て得られる額とします。１円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。 

⑤ データ通信における最低課金量は 30byte とし、30byte未満の通信であっても 30byte として計算しま

す。 

⑥ メールボックス内に受信すべきメールがある場合においてはメールボックスチェック料は発生しません。 

Ｔｙｐｅ-ＡおよびＴｙｐｅ-Ｂは、当社がショートバーストデータ専用として指定する端末により利用可能で

す。Ｔｙｐｅ-Ｃは、当社が指定するショートバーストデータと音声を利用できる端末により利用が可能で

す。 
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（２）その他事項 

① 基本料の料金

種別による通信料

の減額適用 

 

ア 次表に定める基本料の料金種別を選択している使用契約者は、その契約の端

末設備からの通信（その通信の料金を当該契約者に課金する取扱いをさします。

以下同じとします）に関する料金の月間累計額のうち、以下に規定する料金額まで

の支払を要しません。 

契約ごとに月額 

基本料の料金種別 支払を要しない額 

Ｔｙｐｅ-Ｂ ０円から１，８００円までの部分 

イ 通信に関する料金の月間累計は、当社が定める料金月単位で行います。 

ウ 当社は、その料金月における基本料の支払を要する日数が、１の料金月の日数

に満たないときは、その支払いを要する日数に上記の支払を要しない料金額の３０

分の１を乗じて得た額を、支払いを要しない料金額とします。 

エ ウの規定により日割りした額に 1円未満の端数が生じた場合はその端数を切り

上げます。 

オ 上記に掲げる通信料の減額適用は、利用月の翌月繰越はありません。 
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２-３） イリジウムオープンポートサービスに係るもの 

（１）基本料および通信料 

料金プランに含まれる 
無料データ量（Ｍｂｙｔｅ） 

月額基本料 
（免税） 

無料データ量超過時
の 

追加料金額（免税） 
（１ｋｂｙｔｅごとに） 

0 ２２，０００円 ３．００円 

10 ３４，０００円 ２．４０円 

25 ５９，０００円 １．８０円 

75 １１７，０００円 １．４０円 

200 １６０，０００円 １．１０円 

1000 ３１３，０００円 ０．４０円 

 

料金種別 単位 料金額（免税） 

加入電話または携帯電話あて通話 ２０秒ごと ４５円 

イリジウムサービスあて通話 ２０秒ごと ３２円 

他の衛星携帯電話システムあて通話 ２０秒ごと ６８１円 

ボイスメールボックスあて通話 ２０秒ごと ３２円 

２ステージダイヤルによる着信通話 ２０秒ごと ７０円 

備考） 
① 当社は、基本料の支払いにおいて、利用を開始する期日又は本契約を解約する期日が、料金月の途

中であった場合、その料金月の基本料を次のように請求します。この規定において、算出された金額に
1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。 
ア 月の初日以外の日から使用を開始した場合 
使用開始日から起算し、その月の末日までの使用日数に月額基本料の３０分の１を乗じて得た額 

イ 月の末日以外の日に使用契約を解除した場合 
月の初日から末日までの月額基本料の全額 

② 使用契約者は、料金プランを変更することができます。その場合、変更を請求した期日を含む料金月の
翌月より変更後の料金プランが適用され、月の途中の料金プランの変更及び基本料等の日割りはでき
ません。 

③ データ通信料は、1コールごとの千分の一単位までごとに測定した有料情報量に上の1単位の料金を乗
じて得られる額とし、1円未満の端数が生じたときは、これを切上げます。 

④ 通信料について、プリペイド使用時を除きます。 

（２）その他事項 

① 基本料の料金

種別による通信料

の減額適用 

 

ア 次表に定める基本料の料金種別を選択している使用契約者は、その契約の端末

設備からの通信（その通信の料金を当該契約者に課金する取扱いをさします。以下

同じとします）に関する月間累計量のうち、月額基本料に含まれる音声及びデータに

関する使用量に対する支払い（以下、控除可能額といいます）を要しません。 

基本料に含まれるデータ

（Mbyte） 

支払を要しない使用量 

10 0Mbyteから 10Mbyte までの部分 

25 0Mbyteから 25Mbyte までの部分 

75 0Mbyteから 75Mbyte までの部分 

200 0Mbyteから 200Mbyte までの部分 

1000 0Mbyteから 1000Mbyte までの部分 

イ 通信に関する使用量の月間累計は、当社が定める料金月単位で行います。 

ウ 控除可能額のうち音声に関わるものは、料金月内に生じた加入電話または携帯

電話あて、ならびにイリジウムサービスあての通話を対象とします。また算出において

は加入電話または携帯電話あての通話を優先し、支払を要しない使用量に余剰が

生じた場合はイリジウムサービスあての通話を加えます。 
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エ 当社は、その料金月における基本料の支払いを要する日数が 1の料金月の日

数に満たないときは、その支払いを要する日数に控除可能額の３０分の１を乗じて得

たものを、支払いを要しない額とします。 

オ エの規定により日割りした額に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り

上げます。 

カ 上記に掲げる通信料の減額適用は、利用月の翌月繰越はありません。 

２-４） イリジウムＣｅｒｔｕｓサービス（Ｃｅｒｔｕｓ700設備用）に係るもの 

（１）基本料および通信料 

料金プラン 
月額基本料 
（免税） 

データ通信料単価 
（免税） 

料金プランに含まれる 
無料データ量 

０MBプラン ２４，０００円 ３．２円/kbyte なし 

２５MBプラン ５３，０００円 ２．４円/kbyte ２５Mbyte相当 

５０MBプラン ７２，０００円 １．６円/kbyte ５０Mbyte相当 

２００MBプラン １２８，０００円 １．２８円/kbyte ２００Mbyte相当 

５００MBプラン １９４，０００円 ０．８４円/kbyte ５００Mbyte相当 

２GBプラン ２８５，０００円 ０．２４円/kbyte ２，０００Mbyte相当 

５GBプラン ３５２，０００円 ０．１８円/kbyte ５，０００Mbyte相当 

１０GBプラン ５１２，０００円 ０．１２円/kbyte １０，０００Mbyte相当 

VSAT ３００MBプラン ８０，０００円 ０．３２円/kbyte ３００Mbyte相当 

VSAT １GBプラン １２８，０００円 ０．１３円/kbyte １，０００Mbyte相当 

備考） 
① 月額基本料の金額は以下の通りとします。 
ア 使用開始初月の場合、使用開始日からその月の末日までの日数に月額基本料の３０分の１を乗
じて得た額とします。ただし、月の初日から使用開始の場合は月額基本料の全額とします。１円未
満の端数はこれを切り上げます。   

 イ 前月以前から継続使用の場合、月額基本料の全額とします。 
 ウ 解約月は解約日以降月末までの日数分の日割り計算は行わず、前２項に従って算出します。 
② データ通信料の計算は以下の通り行います。 
 ア 利用されたデータ量を１通信ごとに1kbyte単位で積算します。対象のデータ通信には Iridium 

Messaging 
Transport（以下、IMTとする。）を含みます。 

 イ アで算出した月間のデータ量を積算し、利用総量を算出します。１kbyte未満の端数はこれを切り
上げます。 
 ウ イで算出した月間の利用総量にデータ通信料単価を乗じて月間のデータ通信料を算出します。

なお、１円未満の端数はこれを切り上げます。 
 エ 無料データ量が設定されているプランの場合、無料データ量にその契約のデータ通信料単価を

乗じて得た額か、ウで算出した月間のデータ通信料額のいずれか小さい額を無料通信料とし、請
求より控除します。無料データ量は翌月以降への繰り越しや未使用分の返金はできません。使用
開始日が月の初日以外の場合の無料データ量は、使用開始日からその月の末日までの日数に１
か月分の無料データ量の３０分の１を乗じて算出するものとします。 

 

料金種別 単位 
料金額 

（免税） 

加入電話または携帯電話あて通話 ２０秒ごと ３２円 

イリジウムサービスあて通話 ２０秒ごと ２３円 

他の衛星携帯電話システムあて通話 ２０秒ごと ９６０円 

ボイスメールボックス確認 ２０秒ごと ２３円 

２ステージダイヤルによる着信通話 ２０秒ごと ３９円 

備考） 
③ 本表記載の通話料等の計算は以下の通り行います。 
 ア １通話ごとに２０秒を課金単位とし、料金種別ごとの単価を乗じて通話料を算出します。なお、２０

秒に満たない通話時間の端数は２０秒に切り上げます。 
 イ プリペイドカードを使用した通話は、通話料算出から除外します。 
 ウ ア・イに従って算出した通話料を積算し、月間の音声通話料を算出します。なお、本サービスの音

声通話料には無料通信料の設定はありません。 

 

（２）その他事項 



 

 - 16 - 

①契約条件 ア 本サービスは船舶での利用向けに提供します。陸上・航空・IoTでは利用でき
ません。 

イ 本プランの契約・利用には、海事向けCertus700対応の衛星通信端末が必
要です。海事向けではないCertus端末、Certus700非対応の海事向けCertus
端末では利用できません。   

②通信料の積算 ア 通信料の積算は当社が定める料金月単位で行います。 
イ データ通信料・音声通話料については、料金月をまたぐ通信の場合や集計の
遅延等により、一部通信について翌料金月分以降での請求となる場合があり
ます。 

③料金プランの変

更 

ア 料金プランは任意の月の初日付で変更することができます。月の途中での変
更はできません。 

イ 料金プランの変更は、変更日前月の当社が別途定める営業日までに変更申
込書を受理することにより適用します。 

④料金プランの最

低 

利用期間と契約 

違約金 

ア 料金プランの最低利用期間を３ヶ月とします。なお、契約開始月・解約月は

利用日数によらず１か月とみなします。イ 使用契約者がアの最低利用期間

の満了前に契約を解除する場合や料金プランを変更する場合は、次表に定

める契約違約金を一括してお支払いいただきます。 

料金プラン 契約違約金（免税） 

０MBプラン ２５，０００円 

２５MBプラン ６２，０００円 

５０MBプラン ８７，０００円 

２００MBプラン １４８，０００円 

５００MBプラン ２２２，０００円 

２GBプラン ３３３，０００円 

５GBプラン ３９４，０００円 

１０GBプラン ３９４，０００円 

VSAT ３００MBプラン ４７３，０００円 

VSAT １GBプラン ２９６，０００円 

ウ 料金プランを変更する場合、変更期日から新たに最低利用期間を設定しま

す。 

⑤VSATプランの契

約条件 

ア 使用契約者が、当社が別途定める衛星通信サービス（以下、VSATサービス
という）を当社と契約されている船舶に限り契約可能です。 

イ VSATサービスのバックアップとしてご利用いただく前提のプランであり、ご利用
の船舶でのVSATサービスの契約がなくなるなど前提を満たさなくなった場合
には、プランを変更いただきます。 

⑥その他 ア IMTは本サービスで使用可能なデータ通信形態で、専用規格に沿ったアプリ
ケーションサービス等で利用できます。なお、当社では対応サービスの紹介・技
術支援その他のIMTに関するサポートは行いません。 

イ ２ステージダイヤルはイリジウムに接続する電話事業者がない国から本サービ
スの回線宛に通話を希望する場合に、別途規定のアメリカ合衆国の固定電話
番号宛に電話をかけ、そこを介して本サービス回線に通話接続するサービスで
す。なお、当社では各国電話事業者のイリジウム宛・アメリカ合衆国宛国際電
話の通話可否の案内その他の２ステージダイヤルに関するサポートは行いませ
ん。 
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２-５） イリジウムＣｅｒｔｕｓサービス（Ｃｅｒｔｕｓ200設備用）に係るもの 

（１）基本料及び通信料 

料金プラン 
月額基本料 
（免税） 

データ通信料単価 
（免税） 

料金プランに含まれる 
無料データ量 

０MBプラン １５，０００円 ３．６８円/kbyte なし 

１０MBプラン ２０，０００円 ２．０８円/kbyte １０Mbyte相当 

２５MBプラン ４０，０００円 １．９２円/kbyte ２５Mbyte相当 

５０MBプラン ７２，０００円 １．６円/kbyte ５０Mbyte相当 

２００MBプラン １２８，０００円 １．２８円/kbyte ２００Mbyte相当 

５００MBプラン １９４，０００円 ０．８４円/kbyte ５００Mbyte相当 

２GBプラン ２８５，０００円 ０．２４円/kbyte ２，０００Mbyte相当 

５GBプラン ３５２，０００円 ０．１８円/kbyte ５，０００Mbyte相当 

１０GBプラン ５１２，０００円 ０．１２円/kbyte １０，０００Mbyte相当 

VSAT ３００MBプラン ８０，０００円 ０．３２円/kbyte ３００Mbyte相当 

VSAT １GBプラン １２８，０００円 ０．１３円/kbyte １，００Mbyte相当 

備考） 
① 月額基本料の金額は以下の通りとします。 
 ア 使用開始初月の場合、使用開始日からその月の末日までの日数に月額基本料の３０分の１を乗
じて得た額とします。ただし、月の初日から使用開始の場合は月額基本料の全額とします。１円未満
の端数はこれを切り上げます。   

 イ 前月以前から継続使用の場合、月額基本料の全額とします。 
 ウ 解約月は解約日以降月末までの日数分の日割り計算は行わず、前２項に従って算出します。 
② データ通信料の計算は以下の通り行います。 
 ア 利用されたデータ量を１通信ごとに1kbyte単位で積算します。対象のデータ通信には Iridium 

Messaging 
Transport（以下、IMTとする。）を含みます。 

 イ アで算出した月間のデータ量を積算し、利用総量を算出します。１kbyte未満の端数はこれを切り
上げます。 
 ウ イで算出した月間の利用総量にデータ通信料単価を乗じて月間のデータ通信料を算出します。

なお、１円未満の端数はこれを切り上げます。 
 エ 無料データ量が設定されているプランの場合、無料データ量にその契約のデータ通信料単価を

乗じて得た額か、ウで算出した月間のデータ通信料額のいずれか小さい額を無料通信料とし、請
求より控除します。無料データ量は翌月以降への繰り越しや未使用分の返金はできません。使用
開始日が月の初日以外の場合の無料データ量は、使用開始日からその月の末日までの日数に１
か月分の無料データ量の３０分の１を乗じて算出するものとします。 

 

料金種別 単位 
料金額 

（免税） 

加入電話または携帯電話あて通話 ２０秒ごと ３２円 

イリジウムサービスあて通話 ２０秒ごと ２３円 

他の衛星携帯電話システムあて通話 ２０秒ごと ９６０円 

ボイスメールボックス確認 ２０秒ごと ２３円 

２ステージダイヤルによる着信通話 ２０秒ごと ３９円 

備考） 
③ 本表記載の通話料等の計算は以下の通り行います。 
 ア １通話ごとに２０秒を課金単位とし、料金種別ごとの単価を乗じて通話料を算出します。なお、２０

秒に満たない通話時間の端数は２０秒に切り上げます。 
 イ プリペイドカードを使用した通話は、通話料算出から除外します。 
 ウ ア・イに従って算出した通話料を積算し、月間の音声通話料を算出します。なお、本サービスの音

声通話料には無料通信料の設定はありません。 

 

（２）その他事項 

①契約条件 ア 本サービスは船舶での利用向けに提供します。陸上・航空・IoTでは利用でき
ません。 

イ 本プランの契約・利用には、海事向けCertus200対応の衛星通信端末が必
要です。海事向けではないCertus端末、Certus200非対応の海事向けCertus
端末では利用できません。  
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②通信料の積算 ア 通信料の積算は当社が定める料金月単位で行います。 
イ データ通信料・音声通話料については、料金月をまたぐ通信の場合や集計の
遅延等により一部通信について翌料金月分以降での請求となる場合がありま
す。 

③料金プランの変

更 

ア 料金プランは任意の月の初日付で変更することができます。月の途中での変
更はできません。 

イ 料金プランの変更は、変更日前月の当社が別途定める営業日までに変更申
込書を受理することにより適用します。 

④料金プランの最

低 

利用期間と契約 

違約金 

ア 料金プランの最低利用期間を３ヶ月とします。ただし、契約開始月・解約月は

利用日数によらず１か月とみなします。なお、０MB プラン・１０MB プラン・２５

MB プランには最低利用期間を設定しません。 

イ 使用契約者がアの最低利用期間の満了前に契約を解除する場合や料金プ

ランを変更する場合は、次表に定める契約違約金を一括してお支払いいただ

きます。 

料金プラン 契約違約金（免税） 

５０MBプラン ８７，０００円 

２００MBプラン １４８，０００円 

５００MBプラン ２２２，０００円 

２GBプラン ３３３，０００円 

５GBプラン ３９４，０００円 

１０GBプラン ３９４，０００円 

VSAT ３００MBプラン ４７３，０００円 

VSAT １GBプラン ２９６，０００円 

ウ 料金プランを変更する場合、変更期日から新たに最低利用期間を設定しま

す。 

⑤VSATプランの契

約条件 

ア 使用契約者が、当社が別途定める衛星通信サービス（以下、VSATサービス
という）を当社と契約されている船舶に限り契約可能です。 

イ VSATサービスのバックアップとしてご利用いただく前提のプランであり、ご利用
の船舶でのVSATサービスの契約がなくなるなど前提を満たさなくなった場合
には、プランを変更いただきます。 

⑥その他 ア IMTは本サービスで使用可能なデータ通信形態で、専用規格に沿ったアプリ
ケーションサービス等で利用できます。なお、当社では対応サービスの紹介・技
術支援その他のIMTに関するサポートは行いません。 

イ ２ステージダイヤルはイリジウムに接続する電話事業者がない国から本サービ
スの回線宛に通話を希望する場合に、別途規定のアメリカ合衆国の固定電話
番号宛に電話をかけ、そこを介して本サービス回線に通話接続する通話形態
です。なお、当社では各国電話事業者のイリジウム宛・アメリカ合衆国宛国際
電話の通話可否の案内その他の２ステージダイヤルに関するサポートは行いま
せん。 
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２-６） イリジウムＰＴＴサービスに係るもの 

（１） 基本料および通信料 

料金種別 単位 
契約プラン 

３ヶ月契約 １２ヶ月契約 

基本料 

ＰＴＴ専用タイプ 

月額 

１７，２００円（免税） １０，８００円（免税） 

ＰＴＴ・音声併用タイ

プ 
２１，５００円（免税） １５，０００円（免税） 

トークグループ 

エリア料金 

スモールサイズ 

１の 

トークグループ 

につき／月額 

０円（免税） 

ミディアムサイズ ７，５００円（免税） 

ラージサイズ ４０，０００円（免税） 

X ラージサイズ ９０，０００円（免税） 

ジャンボサイズ ２２０，０００円（免税） 

トークグループ 

付加料金 
スモールサイズ ２０，０００円（免税） 

設定変更手数料 
１の設定変更 

ごと 
３，３００円（税込価格） 

備考） 
① 当社は、ＰＴＴ専用タイプにはイリジウムＰＴＴサービスを提供し、ＰＴＴ・音声併用タイプにはイリジウムＰ

ＴＴサービスに加えて、２－１項で規定したイリジウム音声サービスを提供します。 
② 当社は、ＰＴＴ専用タイプにはイリジウムＰＴＴの基本料を請求し、ＰＴＴ・音声併用タイプにはイリジウムＰ

ＴＴの基本料に加えて、イリジウム音声サービスのプラン２相当の通信料を請求します。その場合の支
払条件は２－１項に準じますが、同項（２）の①で規定する通信料の減額は適用されません。 

③ 当社は、基本料の支払いにおいて、利用を開始する期日又は本契約を解約する期日が、料金月の途

中であった場合、その料金月の基本料を次のように請求します。この規定において、算出された金額に

１円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。 

ア 月の初日以外の日から使用を開始した場合 
使用開始日から起算し、その月の末日までの使用日数に月額基本料の３０分の１を乗じて得た額 

イ 月の末日以外の日に使用契約を解除した場合 
月の初日から末日までの月額基本料の全額 

④ 使用契約者は、ＰＴＴ専用タイプとＰＴＴ・音声併用タイプとの間で契約タイプを変更することはできませ

ん。 

⑤ 使用契約者は、最低利用期間が満了した後に契約プランを変更することができます。その場合、変更

を請求した期日を含む料金月の翌月より変更後の契約プランが適用され、月の途中の契約プランの変

更及び基本料等の日割りはできません。 

⑥ 使用契約者は、イリジウムＰＴＴサービスのＰＴＴ・音声併用タイプを解約することで、２－１項規定のイリ

ジウム音声サービスを契約することができます。その場合、当社はイリジウム音声サービス使用契約料

を請求します。 

⑦ 当社は、使用契約者が希望するトークグループの通信エリアサイズに応じて、１のトークグループにつ

き、トークグループエリア料金を請求します。そのトークグループエリア料金の支払いにおいて、利用を開

始する期日又は利用を解約する期日が、料金月の途中であった場合、その料金月のトークグループエ

リア料金を次のように請求します。この規定において、算出された金額に１円未満の端数が生じた場合

は、これを切り上げます。 

ア 月の初日以外の日から使用を開始した場合 
使用開始日から起算し、その月の末日までの使用日数に月額トークグループエリア料金の３０分
の１を乗じて得た額 

イ 月の末日以外の日に解除した場合 
月の初日から末日までの月額トークグループエリア料金の全額 

⑧ 当社は、使用契約者が希望するトークグループの通信エリアがスモールサイズのとき、契約端末台数

がトークグループの無償設定に必要な規定端末台数に達しない又は達しなくなった場合は、1 のトーク

グループにつき、トークグループ付加料金を請求します。トークグループ付加料金の支払いにおいて、

利用を開始する期日又は利用を解約する期日が料金月の途中であった場合、次のように請求します。

この規定において、算出された金額に１円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。なお、料
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金月の途中に契約端末台数がトークグループの無償設定に必要な規定台数に達した場合であって

も、その適用は翌月からとします。 

ア 月の初日以外の日から使用を開始した場合 
使用開始日から起算し、その月の末日までの使用日数に月額トークグループ付加料金の３０分の
１を乗じて得た額 

イ 月の末日以外の日に使用を解除した場合 
月の初日から末日までの月額トークグループ付加料金の全額 

⑨ 使用契約者は、トークグループのエリアサイズを変更することができます。その場合、変更を請求した期

日を含む料金月の翌月より変更後のトークグループエリアが適用され、月の途中でのトークグループエ

リアの変更及び、トークグループエリア料金、トークグループ付加料金の日割りはできません。 

⑩ 当社は、使用契約者がトークグループの追加・変更・解除、及び契約済み端末のトークグループの登

録変更を請求するとき、１の請求による作業に対して設定変更手数料を請求します。 

⑪ ＰＴＴ専用タイプ、ＰＴＴ・音声併用タイプは、それぞれ当社が指定する端末により利用可能です。 

 

（２）その他事項 

① 契約最低利用

期間と契約違約金 

 

 

ア 最低利用期間は契約プランにかかわらず次表のとおりとします。 

契約プラン 最低利用期間 

３ヶ月契約 ３ヶ月 

１２ケ月契約 １２ヶ月 

イ 最低利用期間は、利用開始の日が月初日の場合にあっては同日から、利用開始

日が月初日でない場合にあっては、その翌月初日から起算します。 

ウ 使用契約者がアに定める最低利用期間満了前に契約を解除する場合は、次表

に定める契約違約金を一括してお支払いいただきます。 

契約プラン 契約違約金（免税） 

３ヶ月契約 ２０，０００円 

１２ケ月契約 ４０，０００円 

エ 契約プランは変更することができます。この場合、変更前の料金プランの最低利

用期間が満了していなときは、ウに定める契約違約金を一括してお支払いいただ

きます。また、変更期日から新たに最低利用期間を設定します。 

② トークグループ

利用の契約条

件 

同一トークグループの利用に当たっては、使用契約者が同一であることが条件となり

ます。 

③ トークグループ

のエリアサイズ

とエリアの設定 

ア トークグループのエリアサイズは次表のとおり規定します。 

エリアサイズの種類 通信可能なエリア面積 

スモールサイズ 100,000㎢  

ミディアムサイズ 300,000㎢ 

ラージサイズ 750,000㎢ 

X ラージサイズ 1,500,000㎢ 

ジャンボサイズ 2,250,000㎢ 

イ トークグループのエリアは、使用契約者が当社が予め設定したエリアパターンの中

から選択するか、使用契約者がエリアの中心位置とその範囲を指定するかのいず

れかにより、当社が、別途指定するサービスツールを使って、設定するものとしま

す。 

ウ イの定めにより使用契約者がエリアの中心位置とその範囲を指定する場合は、最

大１０個の円形又は長方形（円形の最小半径は 75km、長方形の最小辺は

150km とします）により指定することとし、その面積の合計はアで定めるエリア面積

を超えないものとします。 

④ 無償設定が可

能なトークグル

ープのサイズと

個数及びそれ

に必要なイリジ

ウム PTT サー

ビスの契約端

末台数 

ア 無償設定が可能なトークグループのサイズと個数、及びそれに必要なイリジウムＰ

ＴＴサービスの契約端末台数を次表のとおり規定します。 

トークグループ 

の数 

必要となるイリジウムＰＴＴ 

サービスの契約端末台数 

設定可能なトークグル

ープのエリアサイズ 

  １ ５～９台 

スモールサイズ 

 

  ２ １０～１４台 

  ３ １５～１９台 

  ４ ２０～２４台 

  ５ ２５～２９台 
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  ６ ３０～３４台 

  ７ ３５～３９台 

  ８ ４０～４４台 

  ９ ４５～４９台 

 １０ ５０～５４台 

 １１ ５５～５９台 

 １２ ６０～６４台 

 １３ ６５～６９台 

 １４ ７０～７４台 

 １５ ７５台～   
 

 

 


